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建設工事請負契約書（契約保証金免除タイプ） 新旧対照表 
新 旧 

１～６ 略 

 

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別に発注者に提出

する       建設工事共同企業体協定書（第51条の２第２項第１号において

「協定書」という。）により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その

１通を保有するものとする。 

 

（総則） 

第１条 

１・２ 略 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（第８条に

おいて「施工方法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定

めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４～12 略 

 

第２条・第３条 略  

 

（契約の保証） 

第４条 この契約において契約の保証は、要しない。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 

１ 略 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第

13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第37条第４項の規定による部分払

のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の

目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この

限りでない。 

 

 （工事が完成した後の施工実績等の譲渡に伴う債務引受） 

１～６ 略 

 

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。 

 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の    建

設工事共同企業体協定書（第50条の２第２項第１号において「協定書」という。）に

より契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その

１通を保有するものとする。 

 

（総則） 

第１条 

１・２ 略 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（第７条に

おいて「施工方法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定

めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４～12 略 

 

第２条・第３条 略  

 

 

 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条  

１ 略 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第

12条第２項の規定による検査に合格したもの及び第36条第４項の規定による部分払

のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の

目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この

限りでない。 

 

 （工事が完成した後の施工実績等の譲渡に伴う債務引受） 
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第５条の２ 前条の規定にかかわらず、受注者は、工事が完成した後において、この

工事に係る施工実績等を第三者に譲渡する場合は、この工事が完成した後に第44

条、第51条及び第51条の２の規定により効力が生ずる受注者の債務をその第三者に

引き受けさせなければならない。 

２・３ 略 

 

第６条・第７条 略 

 

 （受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当

該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が、3,000万円（工

事が建築一式工事の場合は4,500万円）以上になる場合において、次の各号に掲げる

届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第

３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条におい

て「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する下

請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

(２) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

(３) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出の義務 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ

工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、

社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合にお

いて、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前

項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注

者に提出しなければならない。 

３ 発注者が、受注者が第１項の規定に違反していると認める場合又は前項前段に定

める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に定め

る期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づ

き、違約罰（制裁金）として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した

下請契約の最終の請負代金の額の10分の１に相当する額を発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、すべての構成員は、違

約罰（制裁金）を共同連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解

散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。 

 

第８条・第９条 略 

 

第４条の２ 前条の規定にかかわらず、受注者は、工事が完成した後において、この

工事に係る施工実績等を第三者に譲渡する場合は、この工事が完成した後に第43

条、第50条及び第50条の２の規定により効力が生ずる受注者の債務をその第三者に

引き受けさせなければならない。 

２・３ 略 

 

第５条・第６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条・第８条 略 
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 （現場代理人及び主任技術者等） 

第10条  

１ 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると

ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これ

らの者を変更したときも同様とする。 

 (１) 略 

 (２) 主任技術者又は監理技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者又

は同条第２項に規定する監理技術者をいい、同条第３項の工事の場合には、専任

の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。） 

 (３) 略 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを

行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１

項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通

知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切

の権限を行使することができる。 

３～５ 略 

 

第11条～第16条 略 

 

 （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第17条  

１ 略 

２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違

反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊又は

せん孔その他の方法により検査することができる。 

３・４ 略 

 

第18条・第19条 略 

 

 （工事の中止） 

第20条 工事用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地

すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（第29条におい

て「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工

事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事

を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２・３ 略 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第９条  

１ 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると

ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これ

らの者を変更したときも同様とする。 

 (１) 略 

 (２) 主任技術者又は監理技術者（建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第１項

に規定する主任技術者又は同条第２項に規定する監理技術者をいい、同条第３項

の工事の場合には、専任の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。） 

 (３) 略 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを

行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第１

項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通

知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切

の権限を行使することができる。 

３～５ 略 

 

第10条～第15条 略 

 

 （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第16条  

１ 略 

２ 監督職員は、受注者が第12条第２項又は第13条第１項から第３項までの規定に違

反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊又は

せん孔その他の方法により検査することができる。 

３・４ 略 

 

第17条・第18条 略 

 

 （工事の中止） 

第19条 工事用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地

すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（第28条におい

て「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工

事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事

を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２・３ 略 
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第21条・第22条 略 

 

 （工期の変更方法） 

第23条  

１ 略 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合

にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工

期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受

注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

第24条～第26条 略 

 

 （一般的損害） 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その

他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に

規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その

損害（第54条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が

負担する。 

 

 （第三者に及ぼした損害） 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠

償しなければならない。ただし、その損害（第54条第１項の規定により付された保

険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２・３ 略 

 

 （不可抗力による損害） 

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあって

は、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すこ

とができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的

物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じ

たときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければ

ならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損

害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第１項

第20条・第21条 略 

 

 （工期の変更方法） 

第22条  

１ 略 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第20条の場合

にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者

が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に

は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

第23条～第25条 略 

 

 （一般的損害） 

第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その

他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第28条第１項に

規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その

損害（第53条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が

負担する。 

 

 （第三者に及ぼした損害） 

第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠

償しなければならない。ただし、その損害（第53条第１項の規定により付された保

険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２・３ 略 

 

 （不可抗力による損害） 

第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあって

は、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めに帰すこと

ができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的

物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じ

たときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければ

ならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損

害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第１項
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の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において

「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならな

い。 

３ 略 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったと

きは、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若し

くは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条

第４項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認す

ることができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額

の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１

を超える額を負担しなければならない。 

５・６ 略 

 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条ま

で、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべ

き場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又

は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日

以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用

を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

第31条・第32条 略 

 

 （部分使用） 

第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事

目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２・３ 略 

 

 （前金払及び中間前金払） 

第34条  

１～３ 略 

４ 受注者は、請負代金額が変更前の額より10分の３以上増額された場合において

は、その増額後の請負代金額の10分の４（第２項の規定により中間前払金の支払を

の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において

「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならな

い。 

３ 略 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったと

きは、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若し

くは建設機械器具であって第12条第２項、第13条第１項若しくは第２項又は第36条

第４項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認す

ることができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額

の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１

を超える額を負担しなければならない。 

５・６ 略 

 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第29条 発注者は、第７条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条ま

で、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべ

き場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又

は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の

変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日

以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用

の負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

第30条・第31条 略 

 

 （部分使用） 

第32条 発注者は、第30条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事

目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２・３ 略 

 

 （前金払及び中間前金払） 

第33条  

１～３ 略 

４ 受注者は、請負代金額が変更前の額より10分の３以上増額された場合において

は、その増額後の請負代金額の10分の４（第２項の規定により中間前払金の支払を
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受けているときは10分の６）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けて

いるときは、中間前払金額を含む。第６項及び次条において同じ。）を差し引いた

額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払を受けているときは、中間前

払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。）の支払を請求することが

できる。 

５～８ 略 

９ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返

還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求すること

ができる。ただし、計算した遅延利息の金額が、100円に満たないときは、この限り

でない。 

10 受注者は、第37条第１項又は第２項の規定による部分払を請求した後において、

前払金の支払を請求することができない。 

 

第35条・第36条 略 

 

 （部分払） 

第37条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工

事材料及び製造工場等にある工場製品（第13条第２項の規定による監督職員の検査

を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないもの

にあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応す

る請負代金相当額が請負代金額の10分の４（前払金の支払を受けていない場合にあ

っては、10分の３）以上の額に達した場合及び10分の８以上の額に達した場合は、

それぞれの額の10分の９以内の額の請負代金の支払（この契約において「部分払」

という。）を次項から第７項までに定めるところにより請求することができる。た

だし、この請求は、工期中２回を超えることができない。 

２～７ 略 

 

 （部分引渡し） 

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡

しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合にお

いて、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるの

は「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目

的物」と、同条第５項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請

負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部

分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定

受けているときは10分の６）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けて

いるときは、中間前払金額を含む。第６項及び次条において同じ。）を差し引いた

額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払を受けているときは、中間前

払金を含む。以下この条から第35条までにおいて同じ。）の支払を請求することが

できる。 

５～８ 略 

９ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返

還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求すること

ができる。ただし、計算した遅延利息の金額が、100円に満たないときは、この限り

でない。 

10 受注者は、第36条第１項又は第２項の規定による部分払を請求した後において、

前払金の支払を請求することができない。 

 

第34条・第35条 略 

 

 （部分払） 

第36条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工

事材料及び製造工場等にある工場製品（第12条第２項の規定による監督職員の検査

を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないもの

にあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応す

る請負代金相当額が請負代金額の10分の４（前払金の支払を受けていない場合にあ

っては、10分の３）以上の額に達した場合及び10分の８以上の額に達した場合は、

それぞれの額の10分の９以内の額の請負代金の支払（この契約において「部分払」

という。）を次項から第７項までに定めるところにより請求することができる。た

だし、この請求は、工期中２回を超えることができない。 

２～７ 略 

 

 （部分引渡し） 

第37条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡

しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合にお

いて、当該指定部分の工事が完了したときについては、第30条中「工事」とあるの

は「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目

的物」と、同条第５項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請

負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第31条第１項の規定により請求することができる部

分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定
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部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発

注者が前項の規定により準用される第32条第１項の請求を受けた日から14日以内に

協議が調わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。 

  

部分引渡しに係る請負代金の額 ＝ 指定部分に相応する請負代金の額 × （１ － 前払金額／請負代金額）  
 

 （債務負担行為に係る契約の特則）  

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限

度額（以下この条において「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

           年度           円 

           年度           円 

           年度           円 

 

［注］第39条から第41条までは、この契約が債務負担行為に基づく場合に使用する。 

２・３ 略 

 

 （債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契

約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会

計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第35条中「請負

代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定

を準用する。ただし、第34条第１項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出

来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求するこ

とはできない。また、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」とい

う。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に

前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない

旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第１

項及び第２項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中

間前払金の支払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第１項の

規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができな

い。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発

注者が前項の規定により準用される第31条第１項の請求を受けた日から14日以内に

協議が調わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。 

  

部分引渡しに係る請負代金の額 ＝ 指定部分に相応する請負代金の額 × （１ － 前払金額／請負代金額）  
 

 （債務負担行為に係る契約の特則）  

第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限

度額（以下この条において「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

           年度           円 

           年度           円 

           年度           円 

 

［注］第38条から第40条までは、この契約が債務負担行為に基づく場合に使用する。 

２・３ 略 

 

 （債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第39条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第33条中「契

約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会

計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第34条中「請負

代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定

を準用する。ただし、第33条第１項及び第10項の規定にかかわらず、当該年度の出

来高予定額に対する部分払を請求した後において、当該年度の前払金を請求するこ

とはできない。また、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」とい

う。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に

前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない

旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第１

項及び第２項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中

間前払金の支払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第33条第１項の

規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができな

い。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで
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の出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払

金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条

第３項の規定を準用する。 

 

 （債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第41条 債務負担行為に係る契約の部分払について、第37条中「請負代金額」とある

のは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただ

し、第37条第１項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払

の請求は２回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度におい

ては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をするこ

とができない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について部分払を支払わない旨が設計図書に

定められているときには、同項の規定により準用される第37条第１項の規定にかか

わらず、受注者は、契約会計年度についての部分払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第１項

の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達するまで、当該会計年度の部分払の支払を請求することができない。 

 

 （第三者による代理受領） 

第42条  

１ 略 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注

者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされて

いるときは、当該第三者に対して第32条（第38条において準用する場合を含む。）

又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。 

 

 （前払金等の不払に対する受注者の工事の中止等） 

第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の

規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を

発注者に通知しなければならない。 

２ 略 

 

 （瑕疵担保） 

第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定

の出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払

金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第34条

第３項の規定を準用する。 

 

 （債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約の部分払について、第36条中「請負代金額」とある

のは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただ

し、第36条第１項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払

の請求は２回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度におい

ては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をするこ

とができない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について部分払を支払わない旨が設計図書に

定められているときには、同項の規定により準用される第36条第１項の規定にかか

わらず、受注者は、契約会計年度についての部分払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度ま

での出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第１項

の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達するまで、当該会計年度の部分払の支払を請求することができない。 

 

 （第三者による代理受領） 

第41条  

１ 略 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注

者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされて

いるときは、当該第三者に対して第31条（第37条において準用する場合を含む。）

又は第36条の規定に基づく支払をしなければならない。 

 

 （前払金等の不払に対する受注者の工事の中止等） 

第42条 受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用される第31条の

規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を

発注者に通知しなければならない。 

２ 略 

 

 （瑕疵担保） 

第43条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定
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めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費

用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第４項又は第５項

（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受

けた日から、木造の建物等及び設備工事等の場合には１年（コンクリート造等の建

物又は土木工作物等の建設工事の場合には２年）以内に、行わなければならない。

ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求

を行うことのできる期間は10年とする。 

３ 略 

４ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94

条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品

質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）第５条に定める部分の

瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害

賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。 

５・６ 略 

 

 （履行遅滞の場合における損害金等） 

第45条  

１ 略 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除し

た額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額とする。ただ

し、計算した損害金の額が、100円に満たないときは、この限りでない。 

３ 発注者の責めに帰すべき理由により、第32条第２項（第38条において準用する場

合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息

の支払を発注者に請求することができる。 

 

 （発注者の解除権） 

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

 (１)・(２)  略 

 (３) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 (４)  略 

 (５) 第49条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (６)  略 

  イ～チ 略 

めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を

請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費

用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第30条第４項又は第５項

（第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受

けた日から、木造の建物等及び設備工事等の場合には１年（コンクリート造等の建

物又は土木工作物等の建設工事の場合には２年）以内に、行わなければならない。

ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求

を行うことができる期間は10年とする。 

３ 略 

４ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94

条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品

質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）第５条に定める部分の

瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害

賠償の請求を行うことができる期間は、10年とする。 

５・６ 略 

 

 （履行遅滞の場合における損害金等） 

第44条  

１ 略 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除し

た額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額とする。ただ

し、計算した損害金の額が、100円に満たないときは、この限りでない。 

３ 発注者の責めに帰すべき理由により、第31条第２項（第37条において準用する場

合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息

の支払を発注者に請求することができる。 

 

 （発注者の解除権） 

第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

 (１)・(２)  略 

 (３) 第９条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 (４)  略 

 (５) 第48条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (６)  略 

  イ～チ 略 
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  リ 受注者が、第55条各項の規定による報告等の義務を履行しなかったと認めら

れるとき。 

２～３ 略 

 

第47条 発注者は、受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれ

かの者をも含む。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者は

その責めは負わない。 

 (１)～(３)  略 

 (４) 納付命令又は排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者

である事業者団体（以下この号及び次号において「受注者等」という。）に対し

て行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対

して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ

る当該命令をいう。次号及び第51条第１項第１号において同じ。）において、こ

の契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 

 (５)  略 

２ 略 

 

第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条第１項又は前条第１項の規定

によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 略 

 

 （受注者の解除権） 

第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (１) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少

したとき。 

 (２) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の

５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみ

の場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、３月を経過しても、

なおその中止が解除されないとき。 

 (３)  略 

２ 略 

 

 （解除に伴う措置） 

第50条  

  リ 受注者が、第54条各項の規定による報告等の義務を履行しなかったと認めら

れるとき。 

２～３ 略 

 

第46条 発注者は、受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれ

かの者をも含む。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者は

その責めは負わない。 

 (１)～(３)  略 

 (４) 納付命令又は排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者

である事業者団体（以下この号及び次号において「受注者等」という。）に対し

て行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対

して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ

る当該命令をいう。次号及び第50条第１項第１号において同じ。）において、こ

の契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 

 (５)  略 

２ 略 

 

第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45条第１項又は前条第１項の規定

によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 略 

 

 （受注者の解除権） 

第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

 (１) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少

したとき。 

 (２) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の

５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみ

の場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、３月を経過しても、

なおその中止が解除されないとき。 

 (３)  略 

２ 略 

 

 （解除に伴う措置） 

第49条  
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１・２ 略 

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の規定

による前払金又は中間前払金があるときは、当該前払金の額及び中間前払金の額

（第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償

却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応す

る請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払

金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条又は第47条の規定によると

きにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日の翌日から起算して

返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額

を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなけ

ればならない。ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限り

でない。 

４～７ 略 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、この契約の解除が第46条又は第47条の規定によるときは発注者が定め、前

２条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項

後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。  

 

 （賠償額の予定） 

第51条 受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも

含む。）は、第47条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の１に相当する額（当

該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を、特別の定めが

ある場合を除き、発注者が納入の通知（地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条

に規定する納入の通知をいう。次条第１項において同じ。）を発する日の属する月

の翌月の末日（当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）第３条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の

前日をもって当該日とみなす。）までに支払わなければならない。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。 

 (１) 第47条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号のいずれかに該当する場合

であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第

９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年６月18日公正取引委員会告示第

15号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合 

 (２) 第47条第１項第３号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が

確定した場合 

２～４ 略 

１・２ 略 

３ 第１項の場合において、第33条（第39条において準用する場合を含む。）の規定

による前払金又は中間前払金があるときは、当該前払金の額及び中間前払金の額

（第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償

却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応す

る請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払

金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条又は第46条の規定によると

きにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日の翌日から起算して

返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額

を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなけ

ればならない。ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限り

でない。 

４～７ 略 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、この契約の解除が第45条又は第46条の規定によるときは発注者が定め、前

２条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項

後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。  

 

 （賠償額の予定） 

第50条 受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも

含む。）は、第46条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除

するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の１に相当する額（当

該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を、特別の定めが

ある場合を除き、発注者が納入の通知（地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条

に規定する納入の通知をいう。次条第１項において同じ。）を発する日の属する月

の翌月の末日（当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）第３条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の

前日をもって当該日とみなす。）までに支払わなければならない。ただし、次に掲

げる場合は、この限りでない。 

 (１) 第46条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号のいずれかに該当する場合

であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第

９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年６月18日公正取引委員会告示第

15号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合 

 (２) 第46条第１項第３号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が

確定した場合 

２～４ 略 
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 （違約罰としての違約金） 

第51条の２ 受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者

をも含む。）は、第47条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する場合

は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場

合を除き、発注者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜

日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日又は12月31日に

当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。）までに支払わなけれ

ばならない。 

２ 前項の違約罰としての違約金の額は、請負代金額の10分の１に相当する額（当該

額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において

「違約金額」という。）とする。ただし、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該

当する場合は、該当する号（複数該当する場合はそれぞれの号）に定める額を違約

金額から減額した額とする。 

 (１) 受注者が共同企業体であって、その構成員中に、第47条第１項第１号から第

３号までのいずれかに該当する構成員（以下この条において「違約罰対象構成

員」という。）以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構

成員の協定書第８条第１項に規定する出資割合（第３号において「出資割合」と

いう。）を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切

り捨てた額） 

 (２)・(３)  略 

３ 略 

４ 前項の場合において、共同企業体の代表者が第47条第１項第１号から第３号まで

のいずれにも該当しないときは、発注者は、第１条第12項の規定にかかわらず、納

入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものと

し、発注者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行

ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、発注者に対して行う行為

について、当該者を通じて行わなければならない。 

５ 略 

 

 （受注者の文書提出義務） 

第51条の３ 略 

 

 （損害金等の徴収） 

第52条 受注者がこの契約に基づく損害金、違約罰（制裁金）、違約金、賠償金又は

違約罰としての違約金を発注者の指定する期間（第51条に規定する賠償金にあって

は同条第１項に、第51条の２に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第１

項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。）内に支払わないと

 （違約罰としての違約金） 

第50条の２ 受注者（受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者

をも含む。）は、第46条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する場合

は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場

合を除き、発注者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日（当該日が日曜

日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日又は12月31日に

当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。）までに支払わなけれ

ばならない。 

２ 前項の違約罰としての違約金の額は、請負代金額の10分の１に相当する額（当該

額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において

「違約金額」という。）とする。ただし、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該

当する場合は、該当する号（複数該当する場合はそれぞれの号）に定める額を違約

金額から減額した額とする。 

 (１) 受注者が共同企業体であって、その構成員中に、第46条第１項第１号から第

３号までのいずれかに該当する構成員（以下この条において「違約罰対象構成

員」という。）以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構

成員の協定書第８条第１項に規定する出資割合（第３号において「出資割合」と

いう。）を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切

り捨てた額） 

 (２)・(３)  略 

３ 略 

４ 前項の場合において、共同企業体の代表者が第46条第１項第１号から第３号まで

のいずれにも該当しないときは、発注者は、第１条第12項の規定にかかわらず、納

入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものと

し、発注者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行

ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、発注者に対して行う行為

について、当該者を通じて行わなければならない。 

５ 略 

 

 （受注者の文書提出義務） 

第50条の３ 略 

 

 （損害金等の徴収） 

第51条 受注者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約

金を発注者の指定する期間（第50条に規定する賠償金にあっては同条第１項に、第

50条の２に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第１項にそれぞれ規定す

る期間とする。以下この項において同じ。）内に支払わないときは、発注者は、そ
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きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から起算

して請負代金額の支払日までの日数に応じて年５パーセントの割合で計算した額

（当該額に１円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において

同じ。）の遅延利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお

不足があるときは追徴する。 

２ 略 

 

 （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第53条 第34条第９項、第45条第２項及び第３項、第50条第３項、第51条第２項並び

に前条の規定による遅延利息及び損害金等の額を計算する場合における年当たりの

割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

 

第54条・第55条 略 

 

 （あっせん又は調停） 

第56条  

１ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者

（監理技術者）、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下

請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に

関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後、若し

くは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者

が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注

者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 

 （仲裁） 

第57条・第58条 略 

 

 

の支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から起算して請負代金額の支

払日までの日数に応じて年５パーセントの割合で計算した額（当該額に１円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。）の遅延利息を

付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴

する。 

２ 略 

 

 （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第52条 第33条第９項、第44条第２項及び第３項、第49条第３項、第50条第２項並び

に前条の規定による遅延利息及び損害金等の額を計算する場合における年当たりの

割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

 

第53条・第54条 略 

 

 （あっせん又は調停） 

第55条  

１ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者

（監理技術者）、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下

請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に

関する紛争については、第11条第３項の規定により受注者が決定を行った後、若し

くは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者

が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注

者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 

 （仲裁） 

第56条・第57条 略 

 


